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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床材の継ぎ目渡り部分、床材の閉止部分および／または段部の角部分の橋渡し用か、あ
るいは台座の枠縁としての形材組合せ品であり、床材の端部(１５)を上から覆う覆蓋翼(
１４)を少なくとも１つ備えたかぶせ形(３)を少なくとも１つ有する形材組合せ品(１)で
あって、前記かぶせ形(３)または少なくとも１つの前記覆蓋翼(１４)を動かすことができ
る形式のものにおいて、
　前記かぶせ形(３)または少なくとも１つの前記覆蓋翼(１４)が、少なくとも１つのバネ
(２３)によって前記床材(１６)に押し付けられており、前記バネ（２３）が、別個の部品
として形成され、かつ２つの安定位置を有していることを特徴とする形材組合せ品。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの覆蓋翼(１４)が、回動支持部(１３)によって前記かぶせ形(３)に
回動可能に保持される、請求項１記載の形材組合せ品。
【請求項３】
　前記かぶせ形(３)および／または前記覆蓋翼(１４)を、付勢力によって前記床材(１６)
に押し付けられる覆蓋位置と、前記覆蓋翼(１４)の下部空間を開放する組み付け位置との
間で動かすことができる、請求項１または２記載の形材組合せ品。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのバネ(２３)が、一方では前記少なくとも１つの覆蓋翼(１４)と係
合し、もう一方では前記かぶせ形(３)と係合する、請求項１から３までのいずれか１項記
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載の形材組合せ品。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのバネ(２３)が、前記覆蓋翼(１４)および／または前記かぶせ形(
３)の溝(２２，２４)の中に保持され、該溝の少なくとも１つは、前記床材(１６)に対し
て鋭角を形成する方向に向けられる、請求項４記載の形材組合せ品。
【請求項６】
　前記溝(２２、２４)が、前記回動支持部(１３)から離されている、請求項５記載の形材
組合せ品。
【請求項７】
　前記覆蓋翼(１４)に設けられる溝(２２)が、前記少なくとも１つの覆蓋翼(１４)用の回
動支持部(１３)の中に成形される、請求項５記載の形材組合せ品。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのバネ(２３)が、一方では前記かぶせ形(３)に係合し、他方では基
底形(２)に係合している、請求項１から３までのいずれか１項に記載の形材組合せ品。
【請求項９】
　前記基底形(２)、前記かぶせ形(３)および／または前記覆蓋翼(１４)に少なくとも１つ
の摺動溝(２５)が設けられ、軸方向にバネで付勢された追随突起体(２７)がこの摺動溝(
２５)に挿入されて摺動し、さらに、この摺動溝(２５)は、前記かぶせ形(３)および前記
覆蓋翼(１４)を動かす力を前記追随突起体(２７)が発生しないような少なくとも１つの領
域(２８)を有している、請求項８記載の形材組合せ品。
【請求項１０】
　少なくとも２つの前記摺動溝(２５)が互いに向かい合うように配置され、その２つの摺
動溝(２５)の間に、前記追随突起体(２７)が軸方向に伸縮可能な形で配置される、請求項
９記載の形材組合せ品。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのバネ(２３)が、たわみ方向に対して横方向に適切に湾曲した板バ
ネによって形成される、請求項１から８までのいずれか１項記載の形材組合せ品。
【請求項１２】
　前記かぶせ形(３)が、前記基底形(２)に対して高さ調整可能および／または回動可能に
保持される、請求項８から１１までのいずれか１項記載の形材組合せ品。
【請求項１３】
　少なくとも前記覆蓋位置において重なり合う少なくとも２つの覆蓋翼(１４)が設けられ
る、請求項１から８または１２のいずれか１項記載の形材組合せ品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床材の継ぎ目渡り部分、床材の閉止部分および／または段部の角部分の橋渡
し用か、あるいは台座の枠縁としての形材組合せ品であり、床材の端部を上から覆う覆蓋
翼を少なくとも１つ備えたかぶせ形を少なくとも１つ有する形材組合せ品であって、前記
かぶせ形または少なくとも１つの前記覆蓋翼を動かすことができる形式のものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記の目的用の形材組合せ品は、特にその組み付け方法によって区別される多くの種類
のものが実際に周知されている。特に知られているのは、上記の種類の形材組合せ品を、
それが例えば継ぎ目に固定される基底形によって形成されるように構成する方式である。
この基底形の上に、かぶせ形がクリップ止めまたはねじ止めによって固定される。このか
ぶせ形は少なくとも１つの覆蓋翼を有しており、この覆蓋翼が床材の端部をカバーする。
この方法で、床材の端部と、形成された継ぎ目とをカバーすることが特に保証される。又
、それにも拘らず、床材要素部品に破損をもたらすような力が加わることを避けるために
、床材が水平に動き得ることが確保される。従って、浮床工法の原理がこの形材組合せ品
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によって維持される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の根底をなす課題は、冒頭に述べた種類の形材組合せ品を改良して、改善された
組み付けにより優れている形材組合せ品を形成することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、前記かぶせ形および／または少なくとも１つの前記覆蓋翼が、別個の部品
として形成されかつ／または２つの安定位置を有する少なくとも１つのバネによって、前
記床材に押し付けられることにより解決される。
【０００５】
　請求項１による形材組合せ品は、床材の継ぎ目渡り部分、床材の閉止部分、あるいは段
部の角部分を橋渡しするために用いられる。この形材組合せ品は、基本的にかぶせ形から
形成されており、場合によってそのかぶせ形に基底形が付属する。かぶせ形は基底形と一
体的に結合することもできる。特に、かぶせ形が覆蓋機能を全く有せず、形材組合せ品を
組み立てた状態においては外から見えないようにすることも想定されている。基底形は、
通常、基礎床面に直接固定されるが、これには種々の方法が可能である。例えば、基底形
を基礎床面にねじ固定することもできるし、または接着固定することもできる。その代わ
りに、ウェブを有する基底形が、床材要素部品を下からも掴むようにして、かぶせ形と合
わせて挟み込み部を構成することもできる。場合によっては、基底形とかぶせ形との間に
結合部品を装着し、その結合部品によってさまざまな床材の厚さに補足的に適合させるこ
とも可能である。形材組合せ品が床材の端部をカバーし得るようにするため、形材組合せ
品は少なくとも１つの覆蓋翼を有している。この覆蓋翼は、床材にバネで押し付けられる
。この方式によって、覆蓋翼が常に床材要素部品に密着して当接し、特に足で踏んで負荷
をかけた際に形材組合せ品のゆるみが生じないことが保証される。さらに、バネを装着し
た覆蓋翼は、その覆蓋翼の下部の継ぎ目部分に、例えばケーブル、またはその他の類似物
を後からでも敷設することができるという格別の利点を有している。これを行うためには
、覆蓋翼を、単に少なくとも１つのバネの力に抗して持ち上げて、ケーブルを敷き込むだ
けである。続いて、覆蓋翼を再びその覆蓋位置へ回動し、継ぎ目をカバーする。この場合
、かぶせ形全体と、あるいはただその覆蓋翼だけとのどちらを、動かすことができるよう
にしてバネで付勢するかということは基本的には重要ではない。両方の場合に、所望の作
用を実現し得るので、専門家は、その都度の具体的な使用案件について、適切な構造を選
択することができる。特に、変更作業を簡易化するために、少なくとも１つのバネを、２
つの安定位置を有するように構成する。この場合、特に、この少なくとも１つのバネが、
覆蓋翼もしくはかぶせ形を、一方ではその覆蓋翼を床材に押し付ける覆蓋位置状態に押圧
し、他方では上向きに動かされた組み付け位置に押しやることが意図されている。２つの
位置の間には、それぞれ一方の位置を占めることを可能にするために超えなければならな
い死点（思案点）が設けられる。この措置によって形材組合せ品の組み付けも簡易化され
る。それは、形材組合せ品の組み付けの際に、覆蓋翼もしくはかぶせ形を、組み付けのた
めにこれを別個に固定する必要なくその組み付け位置にそのまま留め置くことができるか
らである。さらに、この覆蓋翼は、浮き床工法の基礎床面をも、別の固定手段を必要とす
ることなく良好に捕捉することができる。
【０００６】
　覆蓋翼だけを動かす場合は、請求項２に従って、覆蓋翼を、回動支持部によって回動可
能なようにかぶせ形に保持すると好都合である。この場合は、少なくとも１つのバネが、
覆蓋翼の自由端を床材に押し付けるように、回動方向に覆蓋翼を付勢している。回動支持
部は、押し出し成形可能な形態を有するように形成するのが好ましい。これによって、か
ぶせ形および覆蓋翼を、特に簡単に、従ってコスト的に有利に製造することができる。か
ぶせ形のこの形態は、特に、２つの覆蓋翼を有するかぶせ形の場合に、両覆蓋翼を、バネ
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カによって相互に独立してそれぞれの床材に押し付けられるという特別の利点を有してい
る。この方式によって、異なる床材の高さが、自動的に、かつ別個の調整および適合手段
を講じることなく均される。のちの時点で、例えばケーブルを、この形材組合せ品が取り
付けられている継ぎ目部分に敷設することを可能にするため、さらに、一方の覆蓋翼がそ
の覆蓋位置状態にあるのに対してもう一方の覆蓋翼だけを高く回動することが有利である
。これによってのちの変更作業を格別に簡単かつ容易に行うことができる。
【０００７】
　択一的に、あるいは追加的に、かぶせ形を、基底形に対して高さ調整可能なように保持
することができる。この形態は、特に、片側にだけ覆蓋翼を有するかぶせ形の場合に有利
であり得る。この場合は、それぞれの覆蓋翼の個別の高さ調整が必要でないからである。
【０００８】
　特に、基底形を固定する前に、かぶせ形を少なくとも１つの覆蓋翼と共に基底形と連結
することが考えられる。このようにすると、継ぎ目部分において形材組合せ品全体の組み
付けを行うことができる。少なくとも１つの覆蓋翼が組み付け位置にあると、この組み付
け作業が障害なく可能になる。これによって、個々の形材の面倒な組み立てが、建設現場
では不要になる。別の実施態様に従って、かぶせ形もしくは覆蓋翼を、付勢力によって床
材に押し付けられる覆蓋位置と、覆蓋翼の下部空間を開放する組み付け位置との間で動か
すことができるようになれば好都合である。
【０００９】
　特に、覆蓋翼の回動支持においては、別の実施態様に従って、少なくとも１つのバネが
、一方では少なくとも１つの覆蓋翼と係合し、もう一方ではかぶせ形と係合するようにす
れば好都合である。この方式で、バネの作用を、場合によって設けられるかぶせ形の高さ
調整機能とは無関係に常に等しく作用させることが実現される。
【００１０】
　形材組合せ品の別の好ましい形態が別の実施態様から明らかになる。この場合、バネが
、覆蓋形もしくはかぶせ形の溝の中に係合しており、その中に十分確実に保持される。こ
の場合、この溝の少なくとも１つは、床材面に対して鋭角を形成する方向に向けられてお
り、その結果、バネは、覆蓋翼の回動角に応じて溝の中に異なる深さで係合することがで
きる。この方法で、覆蓋翼の回動に対するより簡単な死点が実現される。特に、バネが、
覆蓋位置におけるよりも組み付け位置において溝の中により深く係合するように溝を形成
することが想定されている。この場合、好都合な副次効果として、覆蓋翼の床材に対する
押し付け力が、組み付け位置におけるストッパに対する押し付け力よりも大きくなる。
【００１１】
　さらに、別の実施態様に従って、上記の溝が回動支持部から離されていると有利である
。この方式によって、覆蓋翼の回動の際にバネに対して一層大きな調整範囲が生じること
になり、その結果、バネの付勢力がこれに対応して高くなって、覆蓋翼を床材に押し付け
る力が強くなる。
【００１２】
　形材組合せ品を可能な限り簡単に実現するための代替方式として、別の実施態様に従っ
て、覆蓋翼に設けられる溝を、少なくとも１つの覆蓋翼用の回動支持部の中に成形すると
好都合である。この方式によって、かぶせ形の特に小型化された構造が実現される。
【００１３】
　特に高さ調整可能なかぶせ形の場合は、別の実施態様に従って、少なくとも１つのバネ
を、一方ではかぶせ形に、もう一方では基底形もしくは別個の結合部品に係合させると有
利である。この方式によって、その少なくとも１つのバネが、少なくとも１つの覆蓋翼を
床材に押し付けるために、かぶせ形を基底形の方にきわめて容易に引き付けることができ
る。
【００１４】
　別の実施態様によれば、所望の死点を特に効果的に実現することができる。それは、基
底形、かぶせ形および／または覆蓋翼に少なくとも１つの摺動溝を設けることによって行
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う。軸方向にバネで付勢された少なくとも１つの追随突起体が、この摺動溝に挿入されて
摺動する。この方式において、所望の力の作用を、摺動溝によってきわめて容易に調節す
ることができる。覆蓋翼もしくはかぶせ形を組み付け位置に留めるために、摺動溝は、少
なくとも１つの範囲において、追随突起体にそれを移動する力を全く及ぼさない。これは
、例えばストッパまたは同類のものによって実現することができる。
【００１５】
　対称的な力の分布を実現するために、別の実施態様に従って、少なくとも２つの摺動溝
を互いに向かい合うように配置すると有利である。２つの摺動溝の間に追随突起体が配置
されるが、この追随突起体は、この場合軸方向に伸縮可能であり、２つの摺動溝に挿入さ
れて摺動する。
【００１６】
　２つの安定位置を有するバネを実現する簡単な択一肢が別の実施態様から明らかになる
。この場合、少なくとも１つのバネが、たわみ方向に対して横方向に湾曲した板バネによ
って形成される。この種の板バネは２つの安定形態を有しており、その間に死点がある。
この場合、この板バネの２つの安定形態は、覆蓋位置と組み付け位置とが、２つの安定な
位置状態の内側ではあるが死点の両側に来るように選定される。
【００１７】
　形材組合せ品の多面的な用途を実現するために、別の実施態様に従って、かぶせ形が、
基底形に対して追加的に高さ調整可能および／または回動可能に保持されると好都合であ
る。
【００１８】
　別の実施態様に従って、少なくとも覆蓋位置において重なり合う少なくとも２つの覆蓋
翼を設けると有利である。この場合、この２つの覆蓋翼は、互いに対して回動可能である
ことが望ましく、その場合、２つの覆蓋翼が固定されるかぶせ形は覆蓋機能を全く有して
いない。従って、覆蓋位置においては、上からは覆蓋翼が見えるだけであり、その結果、
かぶせ形の表面形態は随意に構成することができる。かぶせ形は実にさまざまな基礎床面
に嵌め込まれる可能性があるので、この方式は、特にかぶせ形の倉庫保管を簡素化する。
【００１９】
　本発明による形材組合せ品は、床、屋根、壁用の、および／またはケーブルダクトとし
ての形材組合せ品であり、少なくとも１つの覆蓋翼を備えたかぶせ形を少なくとも１つ有
しており、このかぶせ形および／または少なくとも１つの前記覆蓋翼を動かすことができ
る。前記かぶせ形および／または少なくとも１つの前記覆蓋翼が、別個の部品として形成
され、かつ／または２つの安定位置を有する少なくとも１つのバネによって付勢される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　図１による形材組合せ品１は基底形２およびかぶせ形３から構成される。この実施形態
の場合には、２つの形材２、３の間にさらに１つの結合部品４が装着されており、この結
合部品４が、かぶせ形３を基底形２に確実に支持している。
【００２１】
　基底形２は、基本的にL宇形状に形成され、水平の横ハンドル５と垂直の縦ハンドル６
とを有している。横ハンドル５には、図示されていないボルトを差し込むための１列の穿
孔７が設けられる。このボルトによって、基底形２を下部基盤に問題なく固定することが
できる。特に、このボルトを、下部基盤に直接ねじ込むか、あるいは特に鉱物性の下部基
盤の場合には結合部品としてプラグを用いることが想定される。
【００２２】
　別の代替案として、基底形２を下部基盤に接着することもできる。このためには、横ハ
ンドル５に、接着剤を充填し得る１連の溝８を設ける。これによって、下部基盤へ特に確
実に接着結合される。縦ハンドル６は、その上部範囲に波形形状の表面９を備えており、
この波形形状表面９が、結合部品４のノッチ状高さ調整可能機構として機能する。
【００２３】
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　縦ハンドル６上に、波形形状表面９に適合する内面輪郭１０を有する結合部品４が差し
込まれる。これにより、結合部品４は波のいくつかの数だけ基底形２に対して移動するこ
とができる。この位置調整方式は、特に、異なる床材の厚さに対応するのに役立つ。結合
部品４は、その上部領域に、かぶせ形３と連結する円筒状の外面輪郭１１を有している。
【００２４】
　かぶせ形３は、結合部品４の外面輪郭１１に適合する内面輪郭１２を有する。この内面
輪郭１２は、上下に配列される２つの部分円筒状の輪郭から構成される。輪郭１１、１２
は、かぶせ形３を、結合部品４の上の２つの異なる高さに押し上げて、これによってさら
に別の高さ調整の可能性をも実現することを可能にする。
【００２５】
　かぶせ形３には、覆蓋翼１４が回動可能に組み込まれる回動支持部１３が設けられる。
この覆蓋翼１４は床材の端部１５を上から覆って、床材１６の上に密着して載っている。
回動支持部１３は、かぶせ形３から側方に突き出ているアーム１７によって構成され、そ
のアームの終端に、円筒状の内側の支持曲面１８が設けられる。この円筒状の内側の支持
曲面１８は、覆蓋翼１４の円筒状の内面輪郭１９によって包み込まれる。さらに、かぶせ
形３には、外側の支持曲面２１の一部である円筒状の内面輪郭２０が成形されている。こ
れによって、覆蓋翼１４は、２つの支持曲面１８、２１によって、十分確実に支持され、
その結果、確実な支持作用を実現するのに、覆蓋翼１４を回動支持部１３の中へ１８０°
を超えて嵌め込む必要はなくなるのである。
【００２６】
　さらに、内側の支持曲面１８には、少なくとも１つの板バネ２３を受け入れる溝２２が
成形されている。長い形材組合せ品の場合は、均等な回動力を実現するため、その全長に
わたって複数個の板バネ２３を分布させることが想定されている。板バネ２３は、その反
対端において覆蓋翼１４の別の溝２４の中に保持される。この場合、支持曲面１８の溝２
２は、床材１６の平面に対して鋭角を形成するように配置される。その結果、バネ２３は
、覆蓋翼１４の回動位置状態に応じて、溝２２の中に異なる深さで係合することができる
。この方式によって、覆蓋翼１４を図示の覆蓋位置から図２の組み付け位置に動かすため
に、超えなければならない死点が実現される。
【００２７】
　図２は、組み付け位置における図１の形材組合せ品を示す。ここでは、少なくとも１つ
のバネ２３が溝２２の中に基本的に一層深く食い込んでおり、それによってバネ２３の力
の方向が回動せしめられていることが看取できる。この位置においては、覆蓋翼１４は、
バネ２３の力の作用によって、アーム１７が形成するストッパに当接するまで上方に押し
上げられる。この位置において、例えば、導線を覆蓋翼１４の下部の自由空間にきわめて
簡単に敷設することができる。この位置においては、さらに、基底形２を基礎床面に固定
することが想定されている。この位置状態で、図示されていないボルトを自由に取り扱う
ことができるからである。
【００２８】
　図３は、図１の形材組合せ品の択一的な実施形態を示す。この場合、同じ参照符号は同
じ部品を示している。図１の形材組合せ品との本質的な差異は、２つの覆蓋翼１４を有す
るかぶせ形３の形態にある。このため、当然の結果として、かぶせ形３は、２つの覆蓋翼
１４用の２つの回動支持部１３とバネ２３とを備えている。
【００２９】
　輪郭１１、１２は、かぶせ形３の基底形２に対する制限された回動を可能にしている。
さらに、このかぶせ形３を結合部品４の上の２つの異なる高さに押し上げて、これによっ
てさらに別の高さ調整の可能性をも実現し得るようになっている。
【００３０】
　図４は、図１の形材組合せ品の択一的な実施形態を示す。この場合、同じ参照符号は同
じ部品を示している。この実施形態の場合は、少なくとも１つの覆蓋翼１４がかぶせ形３
に堅固に結合されている。覆蓋翼１４を回動可能に形成する代わりに、この場合は、かぶ
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せ形１０の全体が、高さ方向に調整可能なように基底形２と連結されている。
【００３１】
　所望のバネ作用を実現するために、基底形２の縦ハンドル６の中に、以下に図５に基づ
いて詳解する機構が備えられる。
【００３２】
　図５による縦ハンドル６は、中心に向かうように形成された内側の摺動溝２５を備えて
いる。この摺動溝２５は、ほぼ全長にわたって、移動方向２６に対して鋭角になるように
設けられており、追随突起体２７の水平力を、かぶせ形３を下向きに引き込む垂直方向の
引張力に転換する。摺動溝２５は、上端部領域２８においてのみ移動方向２６に対して平
行に向けられており、その結果、この領域においては、追随突起体２７がかぶせ形３に垂
直力を及ぼさない。従って、この上端部領域２８においては、かぶせ形３の位置状態は安
定であるが、他のすべての位置状態では、覆蓋翼１４を有するかぶせ形３が床材１６に引
き寄せられる。
【００３３】
　追随突起体２７は管体２９から構成され、その中にコイルバネ２３が収められている。
このコイルバネ２３は２つの突起体ヘッド３１を軸方向に外側に向けて押し出し、それに
よって、追随突起体２７が摺動溝２５に対して軸方向の力を加える。この軸方向の力は、
摺動溝２５の傾斜によって、覆蓋形３を垂直方向に動かす所望の力に転換される。
【００３４】
　図６および図７は、図４および図５の形材組合せ品１を組み付け位置において示してい
る。この場合、追随突起体２７は摺動溝２５の上端部領域２８に位置しており、その領域
において安定した位置状態を保持している。この位置では、追随突起体２７と連結された
かぶせ形は上方に大きく押し出され、その上、回転軸としての追随突起体２７を中心とし
て回動することができる。このことは、覆蓋翼１４の下部の自由空間への接近を容易にす
る。
【００３５】
　図８は、形材組合せ品１のさらに別の択一的な実施形態を示す。この場合、同じ参照符
号は同じ部品を示している。この形材組合せ品１の形態は、図３の形材組合せ品１の別の
変形態様であり、ここでは図３の形材組合せ品１との違いのみに言及する。
【００３６】
　この実施形態においては、かぶせ形３が基底形２と一体的に結合されており、この形３
は床材の継ぎ目に対する覆蓋機能を全く担っていない。床材の継ぎ目は、両側の覆蓋翼１
４によって完全に覆われる。このため、覆蓋翼１４が、図示の覆蓋位置において重なり合
っている。この重なり合いは、両覆蓋翼１４が相互に向き合う端面の僅かな傾斜部３２に
よって実現されている。
【００３７】
　覆蓋位置において相互に重なり合っているにも拘らず覆蓋翼を回動し得るようにするた
めに、両方の覆蓋翼１４の回動支持部１３を、ウェブ３３を介して下向きに支持する。こ
の措置によって、覆蓋ハンドル１４が回動支持部１３をも覆うことができるようになり、
図示の覆蓋位置においては、かぶせ形３を上から見ることはできない。傾斜部３２の方向
は、２つの回動支持部１３のいずれかの軸に対して接線方向にあることが望ましい。
【００３８】
　さらに、ウェブ３３には、バネ２３が係合する溝２２が成形される。この場合、この溝
２２は、バネ２３の調整範囲をより大きくするために回動支持部１３から離れた位置に設
けられる。バネ２３の反対側の終端部はかぶせ形３の溝２４に保持される。この場合、こ
の溝２４は、バネ２３を相応に付勢するために、斜め下向きに向けられる。この措置によ
って、覆蓋位置において強いバネカが生じ、それに応じて、覆蓋翼１４が床材１６に強く
押し付けられる。
【００３９】
　最後に、図９は形材組合せ品１の１つの択一的な実施形態を示している。この構造は、
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基本的に図８の形材組合せ品１に合致しており、以下にその差異のみについて言及する。
図９の形材組合せ品１は、基底形２と、別個の構造部品として形成されたかぶせ形３とか
ら構成される。かぶせ形３は、基底形２内に高さ調整可能なように保持され、その際、両
部品は縦ハンドル６の波形形状表面９によって互いに噛み合っている。かぶせ形３は、覆
蓋翼１４を回動可能に支持する回動支持部１３を有している。さらに、かぶせ形３には、
回動可能な覆蓋翼１４と重なり合う固定の覆蓋翼３４が成形されている。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】覆蓋翼を有する形材組合せ品の覆蓋位置における断面図である。
【図２】組み付け位置における図１の形材組合せ品を示す図である。
【図３】覆蓋位置における２つの覆蓋翼を有する形材組合せ品を示す図である。
【図４】覆蓋位置における形材組合せ品の択一的な実施形態を示す図である。
【図５】図４の形材組合せ品の切断線Ｖ－Ｖに沿った対応断面図である。
【図６】組み付け位置における図４の形材組合せ品を示す図である。
【図７】切断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った対応断面図である。
【図８】形材組合せ品の別の択一的な実施形態の断面図である。
【図９】図８の形材組合せ品の変形実施形態の断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　形材組合せ品、　２　基底形、　３　かぶせ形、　４　結合部品、　５　横ハンド
ル、　６　縦ハンドル、　７　穿孔、　８　溝、　９　波形形状表面、　１０　内面輪郭
、　１１　外面輪郭、　１２　内面輪郭、　１３　回動支持部、　１４　覆蓋翼、　１５
　床材端部、　１６　床材、　１７　アーム、　１８　支持曲面、　１９　円筒状内面輪
郭、　２０　円筒状内面輪郭、　２１　支持曲面、　２２　溝、　２３　バネ、　２４　
溝、　２５　摺動溝、　２６　移動方向、　２７　追随突起体、　２８　上端部領域、　
２９　管体、　３１　突起体ヘッド、　３２　傾斜部、　３３　ウェブ
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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